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何が問題となっているか？ 

国際会計基準審議会（IASB）は、報告企業の範囲に

対応する5つの新基準グループの一つとして、漸く

IFRS第10号「連結財務諸表」を公表しました（ジョイ

ント・アレンジメントおよび開示の両基準に関する

「Straight away」をご参照ください）。IFRS第10号は、

旧IAS第27号「連結及び個別財務諸表」および解釈

指針（SIC）第12号「連結―特別目的事業体」におけ

る支配と連結に関するすべてのガイダンスを置き換

えます。IAS第27号は、「個別財務諸表」と名称が変

更され、個別財務諸表のみを扱う基準となります。個

別財務諸表に関する既存のガイダンスに変更はあり

ません。 

 

その他には、IFRS第 11号「ジョイント・アレンジメン

ト」、IFRS第 12号「他の事業体に対する持分の開

示」および併せて改訂された IAS第 28号「関連会社

及びジョイント・ベンチャーに対する投資」も公表され

ました。 

 

IFRS第 10号では支配の定義が変更され、支配を判

断する上で、すべての企業に対して同じ規準が適用

されます。この定義は、報告企業（投資企業）が他の

企業（被投資企業）を支配している可能性があるさま

ざまな方法を扱った詳細な適用ガイダンスにより補

足されています。この変更された定義と適用ガイダン

スにより、IFRS報告企業における連結の判断が大幅

に変更されることには想定されていませんが、一部

の企業には重要な変更がある可能性があります。 

 

すべての企業が、新しいガイダンスを検討する必要

があります。親会社と子会社を単一の企業であるか

のように表す連結企業の基本的な考え方、および連

結方法に変更はありません。 

 

IASBは引き続き、投資会社の被支配企業の会計処

理に関するプロジェクトに取り組んでおり、IFRS第 10

号では、投資会社に関するガイダンスを除外してい

ます。 

 

 

支配の定義の改訂 

改訂された支配の定義では、支配の存在にはパワ

ーと変動するリターンの両方が必要であることに焦

点を当てています。パワーとは、リターンに重要な影

響を与える活動を指図する現在の能力です。また、

リターンとは変動するものであり、プラス、マイナス、

またはその両方となる可能性があります。 

 

パワーは現在の事実および状況に基づいて判断さ

れ、継続して評価されます。支配が一時的であること

が意図されているからといって、投資企業の支配下

にある被投資企業を連結する規定が免除されること

にはなりません。議決権または契約上の権利がパワ

ーの証拠となる場合も、この 2つを組み合わせること

で投資企業がパワーをもつ場合もあります。パワー

は必ずしも行使される必要はありません。制限やそ

の他の状況がない場合、過半数の議決権を有する

投資企業がパワーの要件を満たすことになります。 
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この適用ガイダンスには、投資企業が議決権の 50％

以下で支配を有する可能性がある場合の事例が含

まれています。投資企業が被投資企業を支配してい

るかを評価する際、投資企業は、潜在的議決権、経

済的な依存度、他の株主の保有割合と比較した投

資企業の保有割合の規模について、株主総会での

議決権行使パターンも含めて検討する必要がありま

す。この最後の考慮項目は、当該連結基準に「事実

上の（de facto）」概念をしっかりと取り込んでいます。 

 

IFRS第 10号には、参加権および防御権に関する指

針も含まれています。参加権は、投資企業に、リター

ンに大幅な影響を与える被投資企業の活動を指図

する能力を与えます。防御権（通常、拒否権として知

られるもの）は、投資企業に、特定の決定に関して、

通常の事業の過程から排除する能力のみを与えるも

のです。 

 

新基準には、代理人/本人の関係に関するガイダン

スが含まれています。投資企業（代理人）は、単一の

当事者または当事者グループ（本人）のために行動

することを約している場合があります。特定のパワー

が、代理人に委任されます（投資の管理など）。投資

企業は、プールされた投資ファンドの支配を有する

場合も、有さない場合もあります。IFRS 第 10 号には、

投資企業が支配を有しているか、または、代理人と

して行動しているか判断する際に検討すべき多くの

要因が含まれています。 

 

改訂された支配の定義および関連する指針は、IAS

第 27号の定義および指針のみならず SIC第 12号

の支配に関する 4つの指標も置き換えます。 

 

 

影響を受ける企業は？ 

IFRS第 10号は、改訂された支配の定義に基づき、

複数の被投資企業を支配するすべての報告企業

（投資企業）に影響を与える可能性があります。多く

の企業において、支配および連結の決定に関する

判断に変更はないと考えられますが、各投資企業の

ビジネスに照らして、当新指針を把握、検討する必

要があります。 

 

 

何をすべきか？ 

改訂された基準は 2013年 1月 1日以後開始する事

業年度に発効し、早期適用が認められます。 

 

IFRSの財務諸表作成者は、IFRS第 10号が自社の

支配に関する判断および連結財務諸表に影響があ

るかどうかを検討する必要があります。
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